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(57)【要約】
【課題】細線をくっきり形成して線切れを軽減しつつ、
細線とやや細い線との見え方が逆転することを軽減する
技術の提供。
【解決手段】選択したドットデータに関連づけられたフ
ラグについて判定する（ステップＳ２３０）。細線フラ
グ＝Ｆ、中間フラグ＝Ｆが選択したドットデータに関連
づけられている場合（ステップＳ２３０、細線フラグ＝
Ｆ、中間フラグ＝Ｆ）、通常用ＬＵＴを用いてドットデ
ータの色変換をする（ステップＳ２４０）。細線フラグ
＝Ｆ、中間フラグ＝Ｔが選択したドットデータに関連づ
けられている場合（ステップＳ２３０、細線フラグ＝Ｆ
、中間フラグ＝Ｔ）、中間用ＬＵＴを用いてドットデー
タの色変換をする（ステップＳ２５０）。細線フラグ＝
Ｔ、中間フラグ＝Ｆが選択したドットデータに関連づけ
られている場合（ステップＳ２３０、細線フラグ＝Ｔ、
中間フラグ＝Ｆ）、細線用ＬＵＴを用いてドットデータ
の色変換をする（ステップＳ２６０）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　描画開始座標情報と、描画終了座標情報と、色情報と、太さ情報とを含む描画要素デー
タを画像形成用データに変換し、該画像形成用データによって画像を形成する画像形成装
置であって、
　前記描画要素データを、前記太さ情報によって特定される太さが第一所定値未満の細線
分類と、該第一所定値以上かつ該第一所定値よりも大きい第二所定値未満の中間線分類と
、該第二所定値以上の太線分類との三段階以上に分類する分類部と、
　前記中間線分類に分類された描画要素データを、前記色情報によって特定される濃度よ
りも濃くした色によって画像を形成するための前記画像形成用データに変換する一方、前
記細線分類に分類された描画要素データを、前記色情報によって特定される濃度よりも濃
くした色であって、前記中間線分類に分類された描画要素データについてよりも更に濃く
した色によって画像を形成するための前記画像形成用データに変換するデータ変換部と
　を備える画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像形成装置であって、
　前記データ変換部は、ハーフトーン処理を用いて、前記描画要素データを前記画像形成
用データに変換すると共に、該ハーフトーン処理におけるドット発生率を変化させること
によって、前記中間線分類および前記細線分類に分類された描画要素データを、前記色情
報によって特定される濃度よりも濃くした色によって画像を形成するための前記出力画像
データに変換する
　画像形成装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像形成装置であって、
　前記データ変換部は、太さに応じて予め用意された関係を利用することで、前記ハーフ
トーン処理におけるドット発生率を変化させる
　画像形成装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の画像形成装置であって、
　前記データ変換部は、前記分類部によって前記細線分類に分類された描画要素データと
、前記太線分類に分類された描画要素データとについては、太さに応じて予め用意された
関係を利用する一方、前記中間線分類に分類された描画要素データについては、該関係か
ら算出された結果を利用することによって、前記ハーフトーン処理におけるドット発生率
を変化させる
　画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷対象にイメージ画像と文字・線画画像（以下「細線」と言う。）とが混在している
場合に、イメージ画像については階調性を重視して高品位な画像を形成する一方、細線に
ついては輪郭を強調する補強を行うことでくっきり形成する技術が知られている（例えば
特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３０７８９１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来技術は、細線であると判断するとその輪郭をくっきり形成するため、印刷結果
が元の画像の見え方と相違してしまうことがあった。例えば、線幅の太い線よりも細い細
線の方がくっきり形成されてしまうという逆転現象が起こる場合があった。特に、イメー
ジ画像に分類される画像の中でも、細線よりもやや太い線（以下「やや細い線」と言う。
）と細線との関係においてこの問題が生じやすい。特に上記問題は輪郭をくっきり形成す
るというその処理の特性上、淡い色の細線において生じやすい。
　本発明は、この課題を解決するためのものであり、細線をくっきり形成して線切れ（線
が途切れ途切れに見えてしまう現象）を軽減しつつ、細線とやや細い線との見え方が逆転
することを軽減する技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題の少なくとも一部を解決するためにされたものであり、以下の形態
または適用例として実現することが可能である。
【０００６】
［適用例１］
　描画開始座標情報と、描画終了座標情報と、色情報と、太さ情報とを含む描画要素デー
タを画像形成用データに変換し、該画像形成用データによって画像を形成する画像形成装
置であって、
　前記描画要素データを、前記太さ情報によって特定される太さが第一所定値未満の細線
分類と、該第一所定値以上かつ該第一所定値よりも大きい第二所定値未満の中間線分類と
、該第二所定値以上の太線分類との三段階以上に分類する分類部と、
　前記中間線分類に分類された描画要素データを、前記色情報によって特定される濃度よ
りも濃くした色によって画像を形成するための前記画像形成用データに変換する一方、前
記細線分類に分類された描画要素データを、前記色情報によって特定される濃度よりも濃
くした色であって、前記中間線分類に分類された描画要素データについてよりも更に濃く
した色によって画像を形成するための前記画像形成用データに変換するデータ変換部と
　を備える画像形成装置。
　この適用例によれば、最も細い画像が最も濃度が増されて形成されるので、線切れを軽
減できる。かつ、三段階以上で濃度を漸次変化させるので、見え方が逆転することを軽減
できる。なお、ここで言う「濃度を濃くする」とは、「濃く見えるようにする」というこ
とである。また、ここで言う「色情報」は、明度のみの情報（モノクロ印刷のための情報
）でも良いし、彩度および色相の少なくとも一方の情報（カラー印刷のための情報）を含
んでも良い。この他、最も太いものとして分類された描画要素データに対応する画像につ
いては、色情報によって特定される濃度よりも濃くして形成しても良いし、色情報によっ
て特定される濃度通りに形成しても良い。また「中間線分類に分類された描画要素データ
についてよりも更に濃くした色」とは、中間線分類に分類された描画要素データの濃度の
増加度よりも大きな増加度によって濃くされた色のことである。
【０００７】
［適用例２］
　適用例１に記載の画像形成装置であって、
　前記データ変換部は、ハーフトーン処理を用いて、前記描画要素データを前記画像形成
用データに変換すると共に、該ハーフトーン処理におけるドット発生率を変化させること
によって、前記中間線分類および前記細線分類に分類された描画要素データを、前記色情
報によって特定される濃度よりも濃くした色によって画像を形成するための前記出力画像
データに変換する
　画像形成装置。
　この適用例によれば、ハーフトーン処理を利用して、線切れを軽減でき、かつ、見え方
が逆転することを軽減できる。
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【０００８】
［適用例３］
　適用例２に記載の画像形成装置において、
　前記データ変換部は、太さに応じて予め用意された関係を利用することで、前記ハーフ
トーン処理におけるドット発生率を変化させる
　画像形成装置。
　なお「予め用意された関係」は、例えば、ＲＧＢからＣＭＹＫへ変換する際に用いるル
ックアップテーブルを太さに応じて用意したものでも良いし、ディザマスクや誤差拡散に
用いる値を太さに応じて調整したものでも良い。
【０００９】
［適用例４］
　適用例２に記載の画像形成装置において、
　前記データ変換部は、前記分類部によって前記細線分類に分類された描画要素データと
、前記太線分類に分類された描画要素データとについては、太さに応じて予め用意された
関係を利用する一方、前記中間線分類に分類された描画要素データについては、該関係か
ら算出された結果を利用することによって、前記ハーフトーン処理におけるドット発生率
を変化させる
　画像形成装置。
　なお「予め用意された関係」は、例えば、ＲＧＢからＣＭＹＫへ変換する際に用いるル
ックアップテーブルを太さに応じて用意したものでも良いし、ディザマスクや誤差拡散に
用いる値を太さに応じて調整したものでも良い。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】印刷装置１０の概略図。
【図２】出力画像データ作成処理を示すフローチャート。
【図３】ラスタライズ処理を示すフローチャート。
【図４】色変換処理を示すフローチャート。
【図５】同一のＲＧＢ値を元に変換されたＣＭＹＫ値を、描画要素の太さ毎に比べたグラ
フ。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［１．ハードウェア構成（図１）］
　図１は、印刷装置１０の概略構成図である。印刷装置１０は、カラーインクジェット式
であり、紙送りモーター７４によって印刷媒体Ｐを搬送する機構と、キャリッジモーター
７０によってキャリッジ８０をプラテン７５の軸方向に往復動させる機構と、キャリッジ
８０に搭載された印刷ヘッド８１を駆動してインクを吐出することによってドット形成を
行う機構と、制御対象（紙送りモーター７４、キャリッジモーター７０及び印刷ヘッド８
１）を制御する制御ユニット３０と、コンピューターや記憶媒体（図示なし）から入力画
像データを取得すると共に制御ユニット３０に供給する画像データ供給部９１とを備える
。
【００１２】
　キャリッジ８０は、カラーインク用のインクカートリッジ８２～８５を搭載する。イン
クカートリッジ８２はシアンインクＣを、インクカートリッジ８３はマゼンタインクＭを
、インクカートリッジ８４はイエローインクＹを、インクカートリッジ８５はブラックイ
ンクＫを収容する。キャリッジ８０の下部の印刷ヘッド８１には、先述の各インクに対応
するノズル列が形成されている。キャリッジ８０にインクカートリッジ８２～８５を上方
から装着すると、インクカートリッジ８２～８５から印刷ヘッド８１へのインク供給が可
能となる。
【００１３】
　制御ユニット３０は、ＣＰＵ４０と、ＲＯＭ５１と、ＲＡＭ５２と、ＥＥＰＲＯＭ６０
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とを備える。ＣＰＵ４０は、ＲＯＭ５１に予め記憶された制御プログラムをＲＡＭ５２に
展開すると共に実行することで、紙送りやキャリッジ８０の往復動を制御すると共に、印
刷ヘッド８１を駆動して、印刷媒体Ｐへのインク吐出を制御する。また、インク吐出用の
プログラム（ドライバー）は、ノズル毎に用意されている。
【００１４】
　画像データ供給部９１が供給する入力画像データは、ベクターデータとしての描画要素
データの組み合わせによって構成されている。ベクターデータは、基本図形の何れかによ
って描画要素を表現するものであり、基本図形には、折れ線（線分を含む）、多角形、楕
円（円を含む）、ベジエ曲線などがある。これら基本図形には、描画開始座標情報、描画
終了座標情報、色情報（ＲＧＢ値）、太さ情報（線幅を示す数値：単位ｍｍ）が含まれる
。
【００１５】
　ＥＥＰＲＯＭ６０は、色変換ＬＵＴ６１を記憶している。色変換ＬＵＴ６１は、描画要
素データに含まれるＲＧＢ形式の色情報を、インクカートリッジ８２～８５に収容された
インク（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）それぞれのインク量を示すインク量セットに変換するためのテ
ーブルであり、描画要素の太さに応じて三種類用意されている（詳しくは後述）。
【００１６】
［２．出力画像データ作成処理（図２）］
　図２は、出力画像データ作成処理を示すフローチャートである。この出力画像データ作
成処理は、入力画像データから出力画像データを作成するためにＣＰＵ４０が主体となっ
て実行する処理であり、画像データ供給部９１から制御ユニット３０に入力画像データが
供給されたことを契機に実行される処理である。
【００１７】
［２－１．ラスタライズ処理（図３）］
　出力画像データ作成処理を開始すると、そのサブルーチンとしてのラスタライズ処理を
開始して（ステップＳ１００）、供給された入力画像データを構成する描画要素データの
うち、ラスタライズしていないものを一つ選択する（ステップＳ１１０）。なお、描画開
始座標が上に配置されたベクターデータを優先して選択する。上下の位置が同じ場合は、
描画開始座標が左に配置されたベクターデータを優先して選択する。
【００１８】
　次に、選択した描画要素データをラスタライズして、つまり、ベクター形式からラスタ
ー形式に変換してドットデータを形成する（ステップＳ１２０）。続いて、その選択した
描画要素の太さを、ベクターデータに含まれる太さ情報に基づいて判定する（ステップＳ
１３０）。
【００１９】
　選択した描画要素の太さが、３ピクセル以上に相当する場合（ステップＳ１３０、３ピ
クセル以上相当）、ステップＳ１２０において形成したドットデータそれぞれについて、
細線フラグ＝ＦＡＬＳＥ、中間フラグ＝ＦＡＬＳＥに設定する（ステップＳ１４０）。
【００２０】
　この細線フラグ、中間フラグとは、全ドットデータそれぞれに対して関連づけられるも
のであり、各ドットデータについて、細線領域なのか、細線領域よりもやや太い中間領域
なのか、中間領域よりも太い通常領域なのかを区別するために、色変換処理（図４と共に
後述）において用いられる情報である。
【００２１】
　「描画要素の太さが３ピクセル以上に相当するか」を判定する際に必要となる「３ピク
セルの長さ」は、１ピクセルの幅を三倍した長さである。つまり、ピクセルの並び方向（
垂直方向または水平方向）に延びる線の直交方向のピクセル数に等しいことになる。よっ
て、斜めに延びる線の直交方向のピクセル数とは必ずしも一致しない。
【００２２】
　なお、細線フラグ、中間フラグ共に初期値がＦＡＬＳＥなので、ステップＳ１４０にお
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いて実際には両フラグに変更を加えず、初期値のまま維持することになる。
【００２３】
　一方、選択した描画要素の太さが、２ピクセルに相当する場合（ステップＳ１３０、２
ピクセル相当）、ステップＳ１２０において形成したドットデータそれぞれについて、細
線フラグ＝ＦＡＬＳＥ、中間フラグ＝ＴＲＵＥに設定する（ステップＳ１５０）。３ピク
セルの場合と同様に「２ピクセルの長さ」は、１ピクセルの幅を二倍した長さである。
【００２４】
　また、選択した描画要素の太さが、１ピクセルに相当する場合（ステップＳ１３０、１
ピクセル相当）、ステップＳ１２０において形成したドットデータそれぞれについて、細
線フラグ＝ＴＲＵＥ、中間フラグ＝ＦＡＬＳＥに設定する（ステップＳ１６０）。
【００２５】
　ステップＳ１４０～ステップＳ１６０の何れかを実行した後は、全描画要素データをラ
スタライズしたかを判定する（ステップＳ１７０）。ラスタライズしていない描画要素デ
ータが残っていれば（ステップＳ１７０、ＮＯ）、ステップＳ１１０に戻り、全描画要素
データをラスタライズするまでステップＳ１１０～ステップＳ１７０を繰り返す。全描画
要素データをラスタライズすると（ステップＳ１７０、ＹＥＳ）、ラスタライズ処理を終
える。
【００２６】
［２－２．色変換処理（図４）］
　続いて、色間変処理を開始して（ステップＳ２００）、ラスタライズ処理において形成
されたドットデータのうち、色変換をしていないものを一つ選択する（ステップＳ２１０
）。この選択の順序は、最も左上に配置されたドットデータから始めて、右へ向かって進
み、最も右に到達したら、一段下の最も左のドットデータに移るという手順に従う。
【００２７】
　続いて、選択したドットデータに関連づけられたフラグについて判定する（ステップＳ
２３０）。細線フラグ＝ＦＡＬＳＥ、中間フラグ＝ＦＡＬＳＥが関連づけられている場合
（ステップＳ２３０、細線フラグ＝ＦＡＬＳＥ、中間フラグ＝ＦＡＬＳＥ）、色変換ＬＵ
Ｔ６１の中の通常用ＬＵＴを用いてドットデータの色変換（ＲＧＢ→ＣＭＹＫ）をする（
ステップＳ２４０）。通常用ＬＵＴとは、色の再現性を重視した色変換ＬＵＴである。
【００２８】
　一方、細線フラグ＝ＦＡＬＳＥ、中間フラグ＝ＴＲＵＥが関連づけられている場合（ス
テップＳ２３０、細線フラグ＝ＦＡＬＳＥ、中間フラグ＝ＴＲＵＥ）、色変換ＬＵＴ６１
の中の中間用ＬＵＴを用いてドットデータの色変換をする（ステップＳ２５０）。中間用
ＬＵＴとは、ＣＭＹＫそれぞれのインク量を示す値が、通常用ＬＵＴに対して１．２５倍
である色変換ＬＵＴである。
【００２９】
　また、細線フラグ＝ＴＲＵＥ、中間フラグ＝ＦＡＬＳＥが関連づけられている場合（ス
テップＳ２３０、細線フラグ＝ＴＲＵＥ、中間フラグ＝ＦＡＬＳＥ）、色変換ＬＵＴ６１
の中の細線用ＬＵＴを用いてドットデータの色変換をする（ステップＳ２６０）。細線用
ＬＵＴとは、ＣＭＹＫそれぞれのインク量を示す値が、中間用ＬＵＴに対して１．２倍、
つまり通常用ＬＵＴに対して１．５倍である色変換ＬＵＴである。
【００３０】
　先述したステップＳ２４０～ステップＳ２６０の何れかを実行した後は、ドットデータ
を全て色変換したかを判定する（ステップＳ２７０）。まだ変換していないドットデータ
がある場合（ステップＳ２７０、ＮＯ）、ステップＳ２１０に戻り、全ドットデータを色
変換するまで、ステップＳ２１０～ステップＳ２７０を繰り返す。ドットデータを全て色
変換すると（ステップＳ２７０、ＹＥＳ）、色変換処理を終える。
【００３１】
　続いて、色変換したドットデータを用いて、ハーフトーン処理を行い（ステップＳ３０
０）、出力画像データ作成処理を終える。このハーフトーン処理を通じて出力されるデー
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タ、つまり、出力画像データ作成処理の出力結果となるデータが、出力画像データである
。
【００３２】
　印刷装置１０は、このように作成した出力画像データに基づいて、制御対象（紙送りモ
ーター７４、キャリッジモーター７０及び印刷ヘッド８１）に指示をすることで印刷（画
像形成）を実行する。
【００３３】
　以上に説明したように印刷装置１０によれば、例えば同じＲＧＢ値を元にした場合に、
太さが２ピクセルの描画要素は、太さが３ピクセル以上の描画要素よりもハーフトーン処
理におけるドット発生率が上がることになる。よって、同じＲＧＢ値を元にした場合であ
っても、太さが２ピクセルの描画要素は、太さが３ピクセル以上の描画要素よりも濃く印
刷されることになる。同様に、太さが１ピクセルの描画要素は、太さが２ピクセルの描画
要素よりも濃く印刷されることになる。
【００３４】
　この結果、太さが１ピクセルの描画要素の線切れを軽減することができる。その一方で
、１ピクセル、２ピクセル、３ピクセル以上の三段階でＣＭＹＫ値を変化させているので
、濃さや色相が逆転して見える逆転現象を軽減できる。この逆転現象は、例えば、元にな
るＲＧＢ値が同じである場合、太さが１ピクセルの描画要素の方が、太さが２ピクセル以
上の描画要素よりも濃く見えたり、太さが１ピクセルの描画要素と、太さが２ピクセル以
上の描画要素とで同じであるはずの色相が異なって見えたりする現象である。
【００３５】
　この逆転現象は、特に細い描画要素同士、つまり太さが１ピクセルと２ピクセルとの関
係において知覚されやすい。そこで本実施形態においては、太さが２ピクセルの描画要素
について、その濃度を濃くするものの、濃度の増し方を１ピクセルの場合より少なくする
ことによって、太さが１ピクセルと２ピクセルとの間の逆転現象を軽減している。
【００３６】
［３．実施形態と適用例との対応関係］
　ステップＳ１００（より詳しくはステップＳ１３０）が分類部を、ステップＳ２００及
びステップＳ３００がデータ変換部の一部の態様を各々実現するためのソフトウェアに対
応する。色変換ＬＵＴ６１が「予め用意された関係」に、ハーフトーン処理後の各ドット
データが画像形成用データに各々対応する。
【００３７】
［４．他の実施形態］
　本発明は、先述した実施形態になんら限定されるものではなく、発明の技術的範囲内に
おける種々の形態により実施できる。例えば、実施形態の構成要素の中で付加的なものは
、実施形態から省略できる。ここで言う付加的な構成要素とは、実質的に独立している適
用例においては特定されていない事項に対応する要素のことである。また、例えば、以下
のような実施形態でも良い。
【００３８】
　実施形態においては、太さが１ピクセル、２ピクセル、３ピクセル以上という基準によ
って描画要素を分類したが、これ以外の基準でも良い。例えば、２ピクセル以下、３ピク
セル、４ピクセル以上、又は１ピクセル、２及び３ピクセル、４ピクセル以上という基準
でも良い。濃度変化のさせ方は、四段階以上でも良い。例えば、１ピクセル、２ピクセル
、３ピクセル、４ピクセル以上というように分類して、段階的に濃度を変化させても良い
。
【００３９】
　線切れの知覚のされやすさは印刷画像の解像度にも依存するので、分類の基準値となる
太さを解像度に応じて変更しても良い。解像度が高い程、１ピクセルの描画要素の線切れ
は知覚されにくいと考えられるが、どのように変更するかは実験等によって適宜、定めれ
ば良い。
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【００４０】
　分類の基準は、太さに基づく方法を原則としつつ、他の要件を加味しても良い。例えば
、線切れが知覚されにくい条件では、細線用ＬＵＴや中間用ＬＵＴを用いない構成にして
も良い。例えば、もともと濃度が濃い線は線切れが知覚されにくいので、太さを判断する
ことなく通常用ＬＵＴを用いても良い。この他、逆転現象が知覚されにくい場合、例えば
、細線用ＬＵＴに対応する描画要素と、中間用ＬＵＴに対応する描画要素との全体が互い
に離れた位置に印刷される場合、中間用ＬＵＴの代わりに通常用ＬＵＴを用いる構成にし
ても良い。
【００４１】
　ユーザーの指示等に基づいて、複数の色変換ＬＵＴを用いるのを止めるという構成にし
ても良い。例えば、印刷画像の品質よりも、インク使用量の低減が求められる場合（ユー
ザーからの指示があった場合や、インクの残量が少ない場合など）は、全描画要素を通常
用ＬＵＴによって色変換するようにしても良い。また、高速印刷が求められる場合は、太
さによる分類を行わず、全描画要素を通常用ＬＵＴによって色変換しても良い。
【００４２】
　中間用ＬＵＴを記憶しておかずに、通常用ＬＵＴ及び細線用ＬＵＴから算出するように
しても良い。例えば、通常用ＬＵＴ及び細線用ＬＵＴの平均を取っても良い。また、中間
用ＬＵＴに加えて細線用ＬＵＴも記憶しておかずに、通常用ＬＵＴから中間用ＬＵＴ及び
細線用ＬＵＴを算出しても良い。例えば、通常用ＬＵＴから取得する値に対して、定数倍
（例えば、２ピクセルの場合は１．２５倍、１ピクセルの場合は１．５倍）しても良い。
【００４３】
　細線用ＬＵＴと中間用ＬＵＴと通常用ＬＵＴとの関係は、実施形態として説明したもの
以外にも、次のものでも良い。
・中間用ＬＵＴの各値は、両者の中間的な濃度を実現することで目的を達成できるもので
あれば、どのような値でも良い。
・ＣＭＹＫそれぞれの値は、同じ比率で変化させなくても良い。例えば、Ｋのみを違う比
率によって変化させたり、ＣＭＹＫそれぞれを異なる比率によって変化させたりしても良
い。
【００４４】
　色変換ＬＵＴにおいてではなく、ハーフトーン処理においてドット発生率を変化させる
ようにしても良い。具体的な方法としては、例えば次のものが挙げられる。
・ディザ法を用いる場合は、例えば、異なる値を持つディザマトリックスを描画要素の太
さに応じて使い分けることによって、細い描画要素ほどドット発生率が上がるようにして
も良い。
・誤差拡散法を用いる場合は、例えば、描画要素の太さに応じて、拡散する誤差を補正す
ることによって、細い描画要素ほどドット発生率が上がるようにしても良い。
【００４５】
　逆転現象が起きないことを保証する構成にしても良い。具体的には、線切れと逆転現象
とに関わるパラメーター（例えば、線幅、色相、明度、彩度など）のあらゆる数値につい
て実験を行い、その実験結果に基づいて、線切れの防止と逆転現象の防止とを両立できる
ＬＵＴを設計する。そして、色変換を行う際に、そのパラメーターに基づいて適切なＬＵ
Ｔを選ぶことで、逆転現象が起きないことを保証できる。なお、モノクロ印刷の場合、色
相および彩度について考慮しなくて良いので、ＬＵＴの設計および選択が容易になる。
【００４６】
　淡い色で描かれる線に限定してこの処理を適用するとしても良い。具体的な方法として
は、例えば次のものが挙げられる。
・明度、彩度、色相などについての閾値のもと、細線の色が淡い色であるかどうかの判定
を行い、淡い色と判定された細線に限り処理を適用するとしてもよい。
・予め定めた色と同じである色に限り処理を適用するとしてもよい。
上記のように淡い線にのみ限定し本処理を行うことで、処理対象を絞り込み高速で処理を
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【００４７】
　この他、以下の形態でも良い。
・実施形態においては、描画要素を分類するに当たり、長さ（ｍｍ）によって指定されて
いる線幅をラスタライズ後のピクセル数に換算し、ピクセル数によって定められた基準値
と比較したが、ピクセル数に換算せずに長さのまま基準値と比較し、分類しても良い。
・プリンターは、モノクロ印刷用でも良い。また、レーザープリンターでも良いし、サー
マルプリンターでも良い。
・ハーフトーン処理を用いなくても良い。例えば、二値化を用いても良い。
・インクのドットの大きさを制御することで、色の濃さを調整しても良い。
・ＲＩＰ（ラスターイメージプロセッサー）を用いても良い。
【符号の説明】
【００４８】
　　１０…印刷装置
　　３０…制御ユニット
　　４０…ＣＰＵ
　　５１…ＲＯＭ
　　５２…ＲＡＭ
　　６０…ＥＥＰＲＯＭ
　　６１…色変換ＬＵＴ
　　７０…キャリッジモーター
　　７４…紙送りモーター
　　７５…プラテン
　　８０…キャリッジ
　　８１…印刷ヘッド
　　８２～８５…インクカートリッジ
　　９１…画像データ供給部
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